
 

意   見   書 

 

平成２７年１１月１７日 

                                            三重県公共事業評価審査委員会 

 

１ 経  過 

 平成２７年１１月１７日に開催した平成２７年度第６回三重県公共事業評価審査委員会におい

て県より、港湾事業１箇所、海岸高潮対策事業２箇所、および街路事業１箇所の審査依頼を受け

た。 

 これらの事業に関して、担当職員から事業説明を受けるとともに、審査資料に基づき審査を行

った。 

 

２  意  見 

  審査対象事業に関して慎重な審査を行った結果、以下のような意見を委員会としてとりまとめ、

三重県知事に対して答申するものである。 

 

（１） 港湾事業［県事業］【 事後評価対象事業 】 
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当該箇所は、平成１４年度に事業に着手し、平成２１年度に完了した事業である。 

 

（２） 海岸高潮対策事業［県事業］【 事後評価対象事業 】 
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 ５０７番については、平成４年度に事業に着手し、平成２２年度に完了した事業である。 

 ５０８番については、昭和６２年度に事業に着手し、平成２２年度に完了した事業である。 

  

（３） 街路事業［県事業］【 事後評価対象事業 】 
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５０９番については、平成９年度に事業に着手し、平成２２年度に完了した事業である。 

 

今回、審査を行った結果、５０６番、５０７番、５０８番及び５０９番の事業の効果につ

いては評価結果の妥当性を認める。 

  なお、５０９番については、交通渋滞等あらたに発生した課題について、地域住民や関係機

関等と密接に連携して協議し解決に努められたい。 

今後、同様の街路事業については、定性的な効果についても検証を行い事業効果について

分かりやすい説明に努められたい。 


